




10周年記念フォーラムの
開催にあたって

　島根県中山間地研究センターは、｢ 中山間地域 ｣ に関して様々な分野を横断し、

総合的に調査研究する全国で唯一の研究機関として平成１０年に設置され、丸

１０年の節目を迎えました。

　この間、県では、平成１１年３月に全国に先駆け「島根県中山間地域活性化基

本条例」を制定し、中山間地域の振興対策を県政の最重要課題の一つに位置づけ、

また昨年度には当センターの調査結果や研究の成果をもとに、「中山間地域活性化

計画」を策定するなど、積極的な施策の展開を図ってまいりました。

　当センターは、設立当初から、一貫して、中山間地域を ｢ 生命を育む空間＝生

命地域 ｣ ととらえ、環境の世紀における先進空間として再生しようと、それぞれ

研究員が実際に地域に入り、住民の皆さんと一緒になって調査研究に取り組んで

きました。また、調査研究を通じて得られた成果を積極的に県の内外に情報発信

してまいりました。

　さて、２０世紀の都市化の進んだ工業社会においては、多くの人々が自然豊か

な緑の大地を離れ日々暮らすようになり、中山間地域は、過疎化・高齢化の進行

や耕作放棄地の増大など多くの課題を抱えるに至っています。

　一方、環境の世紀とされる２１世紀においては、中山間地域は、脱温暖化に大

いに貢献することはもちろん、エネルギーや食糧の自給率向上にも大きな役割を

果たす地域として、また人々の多様化した価値観や感性に訴える地域資源を豊富

に持つ「宝の山」として、今期待と注目を集めています。

　この度、設立１０周年を記念し、中山間地域の存在意義を改めて問いかけ、こ

れからの ｢ 生命の営み ｣ を重んずる持続可能な「くに」づくりに向けて、中山間

地域から社会や産業のあり方を考えるシンポジウムを開催させていただきました。

　このシンポジウムを通じて、当センターがより多くの皆さんに理解され、支持

され利用される研究機関となるよう願っております。

　今後とも、「日本の未来は中山間地域から」との気概を胸に、当センターは調査

研究や情報発信に努めてまいりますので、ご指導、ご支援をよろしくお願いします。

島根県中山間地域研究センター　所長　長谷川　好　孝
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　東京大学名誉教授の養老孟司先生には、平成１６年

から当センターの特別顧問をお願いしています。

　先生は、かねてから２０世紀における行き過ぎた都

市化を危惧され、自然との折り合いをつけて生きる「田

んぼ里山」的生活の重要性を説き、さらに、昆虫の研

究を通して、現場から学ぶ「下から」の研究が大切で

あると指摘しておられました。

　このような考え方は、中山間地域を生命地域と位置

づけ、環境の世紀における先進空間としての中山間地

域の再生を目指すセンターの理念と共通するものであ

り、平成１４年１０月に開催した現在のセンターの竣

工記念イベントにもおいでいただき、『環境の世紀を生

きる～里山暮らしと現場から学ぶ姿勢の重要性～』と題してご講演いただきました。

　その後も、引き続きセンターの研修事業にご協力いただき、「養老博士の昆虫教室」（H15.7.27

飯南町県民の森）、講演会「養老博士の少年時代」（H16.7.12 出雲市サンレイク）など、毎年、島

根県にお越しいただいております。

　平成１６年には、当時の澄田前知事からの特別顧問就任要請に、快くご承諾いただきました。

　以来、毎年１回程度、島根県にお越しいただき、センターの主催する講演会等にご協力いただ

いております。

H14.10.14　　センターオープニング記念式典で基調講演

H15. 7.27　　センター研修事業「養老博士の昆虫教室」（飯南町県民の森）に参加

H16. 7.12　　ゴビウス主催の講演会「養老博士の少年時代」（平田市サンレイク）で講演

　　　　　　　澄田知事との対談時に特別顧問を依嘱

H17. 7.29　　飯南町と共催の「里山講演会」（赤名環境改善センター）で講演

　　　　　　　センター事業「昆虫教室」（県民の森）に参加

　　　　　　　三瓶自然館と共催の「地域講演会」（三瓶自然館）で講演

H18. 5.16　  益田市と共催の「田園講演会」（益田グラントワ）で講演

H18. 9. 5　　飯南高校で特別授業を開催

H19. 5.25　　溝口知事へ表敬訪問。古代歴史博物館を視察。

H19. 5.28　　県立津和野高校で講演及び理科系生徒への特別授業

H20. 7.14    県立横田高校で講演及び理科系生徒への特別授業

養老孟司先生と中山間地域研究センター

養老特別顧問の活動
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平成１９年５月　センター前庭にて 平成２０年７月　県立横田高校での特別授業

平成１８年９月　センター所長室 平成１８年９月県立飯南高校での講演会

平成２０年７月　センターにて職員に訓話
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　「中山間地域」という言葉が、政策文章の中

で、本格的に使われ始めたのは 1988 年の米価

審議会小委員会報告と言われている。その 10

年後の 1998 年に、島根県中山間地域研究セン

ターが誕生した。そして、さらに 10 年を経て

今に至っている。中山間地域研究センターの

誕生を折り返し地点とするこの 20 年間は、中

山間地域をめぐり、いろいろな意味での変動

の時代であった。

　最初の 10 年間は、「地域の困難化の深まり

と政策論議の時代」であった。このころから、

過疎・中山間地域の人口動向は社会減少から自然減少へと転化した。「人の空洞化」の深まりであ

る、また、それに加えて、「土地の空洞化」と表現できる農林地の荒廃も顕著となり始めた。しか

し、この時期は、それに対応すべき政策が、まだ足がかりさえ得られない段階だったと言える。

それがある程度示したのが 1999 年の食料・農業・農村基本法である。これにより、「国は、中山

間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利

を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるも

のとする 」（基本法 35 条第２項）とする中山間地域等直接支払制度が 2000 年度からスタートした。

この制度の導入をめぐる議論は、1990 年代初頭からはじまっており、10 年越しの議論だったと言

えよう。

　中山間地域研究センターは、こうした議論が決着しつつある時に開設された。そして、それか

らの中山間地域をめぐる 10 年は、「地域の再生と実践の時代」と言える。中山間地域等直接支払

制度を足がかりとしながら、各地で再生の動きが活発化し、またその上にさらなる実践が積み重

ねられた。

　例えば、地域コミュニティの再編・構築がその典型である。地域自治組織の形成とその活発な

活動は、特に中山間地域で見ることができる。それは「平成の大合併」といわれる新しい市町村

合併により、周辺地化しつつある農山村の危機対応であると同時に、自らの未来を自らの力で描

き、実現するという「手づくり自治区」の構築という積極的な対応でもある。また、新たな経済

の形成にも見ることができる。農林産物加工や農家レストラン等の６次産業化は、いまや中山間

地域では一般的に見られるが、最近では交流産業（グリーンツーリズム）がそこに合流しつつある。

森林や里山等の地域の資源保全を標榜し、消費者の共感を呼び込む地域資源保全型産業の動きも

始まった。

　このような動きのほとんどに、研究や実践レベルで、中山間地域研究センターは関わりを持っ

ており、その中のいくつかの動きは、センターにより直接に支えられていた。その点で、センター

の貢献は実に多面的であるが、強いて言えばそれは３つの要素に集約できよう。

　ひとつは、当然のことながら、研究である。その研究水準はレベルが高く、しかも特徴的である。

寄
稿

島根県中山間地域研究センター設立10周年に寄せて

研究・実践・ネットワーク形成の拠点に期待する
小
お

田
だ

切
ぎり

徳
とく

美
み

（明治大学農学部食料環境政策学科教授）
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おそらく、社会科学系と自然科学系のセンター内における対話がこうした成果を生み出している

ものと思われる。

　第２に、実践のサポートである。最近では「社会実験」が中央省庁や機関で設計されているが、

その受け皿となり、中山間地域の集落等の実践を直接支えようとするセンターの取り組みが注目

される。これは、他の研究機関ではほとんど見られないことである。

　そして第３に、中山間地域関係者のネットワークの形成である。センターが運営する中山間地

域メーリングリストは物的なものであるが、中山間地域関係者の目に見えない網目のようなネッ

トワークの原点には、かならずセンターの顔や影がある。

　こうした研究、実践サポート、ネットワーク形成の各面でのセンターの活躍は、この 10 年間の

各地における挑戦の多くに反映している。逆に言えば、ようやく始まった中山間地域再生の動きも、

センターが無ければ、今ほど力強いものではなかったと筆者は強く思う。いまや、中山間地域研

究センターは、島根県や中国地方を越えて、中山間地域の研究、実践、ネットワーク形成の「ナショ

ナルセンター」と位置づけられよう。

　しかし、センターの挑戦はさらに続いている。今回のセンター発足 10 周年記念シンポジューム

でも強調されているように、地球温暖化防止策の中で中山間地域が果たす役割は小さくない。地

球規模の変動の中で、二酸化炭素吸収源である森林や農地を擁する中山間地域が、国内では今後

ますます注目されよう。また、おそらく二酸化炭素吸収源のみでなく、食料、エネルギー、水を

加えた４つの国際的戦略物資を供給する「国内戦略地域」としての中山間地域の位置づけが、新

しい時代において求められているのであろう。その点で、これからのセンターの研究と実践は、

地球規模でのものとなることが予想される。

　中山間地域研究センターが、今後とも、島根県のみならず、中国地方やナショナルレベル、そ

して地球規模で、研究、実践サポート、ネットワーク形成の各面で活躍されることを期待したい。

　

（おだぎりとくみ、農政学・農村政策論）

プロフィール　1959 年　神奈川県生まれ。

　　　　　　　1988 年　東京大学大学院博士課程修了（農学博士）

　　　　　　　1995 年　東京大学農学部助教授、東京大学大学院農学生命科学研究科助教授

　　　　　　　2006 年　現職

主 な 役 職　第２９次地方制度調査委員会（総務省）

　　　　　　　過疎問題懇話会（総務省）

　　　　　　　中山間地域等総合対策検討会委員（農林水産省）

　　　　　　　国土審議会自立地域社会専門委員会委員（国土交通省）　　等多数

※　小田切徳美教授には、島根県中山間地域研究センター発足以来、中国地方知事会共同研究

やシンポジウムの講師として、ご指導をいただいております。

　先生には、近年では、2006 年 8 月島根県中山間地域研究センターで開催された「中山間地

域から持続可能な国のかたちを考える全国シンポジウム」で基調講演をいただきました（写

真）。また、2008 年の 3月に浜田市、邑南町で開催された「中山間地域から新たな『郷』の時

代を創る全国フォーラム」においても、基調講演をいただいているところです。

小田切先生のご紹介
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08:30　 受付開始
09:00　 開会挨拶
09:05  「中山間地域に人々が集う脱温暖化の『郷（さと）』づくり」研究プロジェクトの始動
　　　　○研究開発領域「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」の展開にあたって
　　　　　　基調講演：堀 尾 正 靱

　　　　○研究プロジェクト
　　　　　「中山間地域に人々が集う脱温暖化の『郷（さと）』づくり」がめざすもの
　　　　　　全体説明：笠 松 浩 樹（島根県中山間地域研究センター地域研究グループ主任研究員）

　　　　　　森林部門：坂 越 浩 一（島根県中山間地域研究センター森林保護育成グループ科長）

　　　　　　大学・地域・行政が連携した人材育成の取り組み：今岡日出紀（島根県立大学副学長）

10:00　 休憩
10:10　 リレー・トーク　「脱温暖化・環境共生を先導する中山間地域の可能性、方向性」
　　　　○コーディネータ  藤 山 　 浩（島根県中山間地域研究センター地域研究グループ科長）

　地域・分野・時代を横断した持続可能な地域マネジメントを目指す立場から議論を
コーディネートします。

　　　　○エネルギー分野　岡 田 久 典（山梨大学大学院客員准教授、バイオマス産業社会ネットワーク副理事長）

　中山間地域の再生可能資源を活用したエネルギー自給の可能性と、これを実現する
ために必要な発想・体制の転換について、バイオマス部門を中心にお話いただきます。

　　　　○森林・林業分野　伊 藤 勝 久（島根大学生物資源科学部教授）

　用材生産だけでなく、バイオマスエネルギー利用、CO2 吸収・固定、生態系・流域
保全といった森林の総合・広域的機能を発揮するシステムづくりについて、現状と課
題そして今後の取り組み方向をお話いただきます。

　　　　○農業分野　糸 賀 盛 人（農事組合法人おくがの村代表理事）

　集落営農の草分けとしてのご経験と農業用トラクターの燃料自給の取り組みを踏ま
え、今後の中山間地域における地域社会に根ざした農業のあり方などについて、お話
いただきます。

　　　　○鳥獣対策分野　金 森 弘 樹（島根県中山間地域研究センター鳥獣対策グループ科長）

　今後、中山間地域の森林や農地、耕作放棄地の利用体系や居住領域を組み替え、持
続可能な生産や暮らしを構築する上で、野生鳥獣対策をはじめとする生態系との共生
が不可欠であるとの観点から、中山間地域における今後の取り組みの方向について論
じます。

　　　　○コミュニティ分野　川 村 健 一（広島経済大学教授、NPO 法人サスティナブルコミュニティ研究所代表理事・所長）

　持続可能なコミュニティのあり方について、海外も含む豊富な開発プロジェクトの
ご経験を基に、住民を中心とした合意形成から始まり産業・生活・自然との関係を包
括的に結びつけるアプローチからお話いただきます。

11:30　 全体討議・総括
　　　　○コメンテーター　大久保規子（大阪大学大学院法学研究科教授）

　地球温暖化の防止に向けて、市民や自治体など多様な主体が取り組みを進めるため
の法的手法についてご紹介いただき、法律等の社会制度的な側面から各分野の取り組
みを連携させる地域社会の枠組みづくりについて、お話いただきます。

12:30　 閉会挨拶

（東京農工大学名誉教授、ＪＳＴ社会技術研究開発センター研究開発領域総
　括領域：「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」)

「中山間地域の未来像を語ろう」
～脱温暖化・環境共生社会の構築をめざして～

研究フォーラム

独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）社会技術研究開発センター研究開発事業
「中山間地域に人々が集う脱温暖化の『郷 ( さと )』づくり」キックオフ・フォーラム
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環境・エネルギー総合戦略を
地域目線から展望する

科学技術振興機構・社会技術センター　領域総括／東京農工大学　名誉教授　堀 尾 正 靱

＊提＊言＊
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バイオマスエネルギーが目指す方向
大型公共投資から心の再生まで－すべてを動員したGHG対策へ

東京農工大学大学院　共生科学技術研究院生存科学研究拠点教授　堀 尾 正 靱

＊提＊言＊



－ 38 －



－ 39 －

国民的バイオマスに道を開く仕事を

東京農工大学大学院　共生科学技術研究院生存科学研究拠点教授　堀 尾 正 靱

＊提＊言＊
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（独）科学技術振興機構　研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」

「中山間地域に人々が集う脱温暖化の『郷（さと）』づくり」
－　研究開発プロジェクトの構想　－

プロジェクトの展開期間　：　2008（平成 20）年～ 2012（平成 24）年の５年間

　　　　　　※事後評価 2013（平成 25）年

１　研究開発目標
　2050 年までに、中山間地域に総人口の５割・5,000 万人以上が居住し、国全体の CO2 ８割削減に

寄与する持続可能な田園文明の実現可能性を、基本単位としての「郷」モデルにおけるエネルギー・

食料・材料の複合循環型利用体系、人材育成体系、情報共有体系の試行的構築・検証を踏まえて、

検証・提示する。具体的な研究開発目標は、次のとおりである。

　１．中山間地域における脱温暖化・環境共生社会の基本単位＝「郷」モデルの提示

　　　①地域に対する「誇り」と「可能性」の共有に基づく主体的な参画体制

　地域が有している資源、風土、伝統、文化、人材に対して、その価値や潜在力そして将来

の可能性について、地域住民を中心に積極的な評価が共有され、本プロジェクトへの主体的

な参画が地域内外で幅広く実現していること。

　　　②エネルギー・食料自給と人口還流を組み合わせた CO2 削減可能性の検証

　2050 年時点における対象地域でのエネルギー・食料の基本的自給と大幅な人口還流（定住

人口 5,600 人、扶養人口 8,000 人）を同時に達成し、１人あたり CO2 排出量を年間 1.2ｔまで

削減する可能性について、以下の各部門の検討を統合し、検証が実施されていること。

　　　　　・エネルギー、食料、資材を供給する農林地等の資源容量の把握

　　　　　・土地所有の不在化・空洞化を克服する新たな土地管理機構、方式の提示

　　　　　・CO2 排出量を低下させた農林業の新たな生産様式の可能性

　　　　　・地域資源の複合循環的活用に基づく就業構造・人口の存立可能性

　　　　　・資源利用、排水・廃棄物処理、CO2 循環等も含めた生態系の持続的保全

　　　　　・低炭素型の居住形態、拠点・ネットワーク構造、ライフスタイルの提示

　　　　　・都市との「環境共生協定」に基づく広域的な資源循環・人口交流の促進

　　　　　・エネルギー、温室効果ガスに関わる包括的な地域マネジメント方式開発

　　　③「脱温暖化・環境共生の『郷』」の制度的提示と全国的な連携・普及

　次世代の「環境共生自治区」として備えるべき価値・規範・利益を共有できる憲章や条例

等の法的枠組み、あるいはそのマネジメント主体としての法人のあり方、そして必要な人材

　本構想は、あくまで現時点における研究開発の想定案です。具体的な現地における実施内
容は、今後、地域住民を中核とする徹底した論議や調査を踏まえて、調整・展開していきます。
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配置等の実効ある調整システム創出など、地域制度として本格的に導入するための条件整備

を提言する。また、全国的な「郷」の連携組織化や認証制度の枠組みを提示する。

　２．「郷」モデルの普及を担う人材育成システムの提示

①中山間地域の資源活用と人口還流を進めるための人材として「環境共生レンジャー」「地域マ

ネージャー」を想定し、その任務体系と育成プログラムを確立し、始動させる。

②「環境共生レンジャー」「地域マネージャー」の全国配置を想定し、資格制度の設立と職業化

を提案する。

　３．GIS を活用した環境マネジメントに関わる情報共有体系開発

　エコロジカル・フットプリント指標等により、CO2 排出による環境負荷にとどまらず、食糧

消費など様々な環境負荷を総合的に評価し「郷」単位で集約する環境マネジメントに関わる

GIS 活用型の情報共有体系を開発する。

２　研究開発プロジェクトの基本構想
　われわれが脱温暖化・環境共生を永続的に達成するためには、各地域の環境容量に適応した再生

可能資源の循環的利用を基盤とする、新たな文明構築が必要である。

　島根県の中山間地域は、明治中期には、「たたら」と呼ばれる再生可能な木炭エネルギーによる伝

統的製鉄における全国一位の生産地であった。その後、石油依存の高度経済成長の波に乗り遅れ、「過

疎」と呼ばれる都市部への人口流出が続き、今や縁辺部では、無住化と農林資源の放棄という「限

界集落」化が始まっている。

　これに対し、現在のわが国における都市への産業および人口の集中構造は、石油等の非再生資源

の大量輸入および消費に適合して形成されたものである。そこでは、食糧やエネルギー、水資源の

供給だけでなく、CO2 等の排ガス、排水、廃棄物、廃熱も含めて、環境容量を大きく超過した人間活

動が展開されており、域内の再生可能資源の循環的利用による対応は困難となっている。

　本プロジェクトは、このような島根県中山間地域の伝統と課題に根ざし、循環型社会の実現に内

在的制約を有する都市から、2050 年までに総人口の５割を再生資源が存在する中山間地域へ還流さ

せ、国全体としての CO2 排出８割削減に寄与する新たな田園文明の実現可能性を検証する。プロジェ

クトでは、循環型社会の基本単位＝「郷」のモデルエリアを設定し、環境容量に適応したエネルギー・

食料・材料の複合循環型利用体系のモデル構築を試み、都市からの人口還流の実現可能性を検証する。

そして、「郷」を単位として環境マネジメントを担う人材育成と GIS 活用による情報共有体系につい

て、試行を踏まえたモデル提示を行う。

　本プロジェクトが検証する将来シナリオでは、2050 年時点において、地域の環境容量に適応した

再生可能資源の循環的利用に基づく田園文明が持続可能なものとして成立することを想定している。

その結果、都市・中山間地域における人口対等化と食糧・エネルギー自給率の飛躍的向上（８割以

上）が実現され、国全体としての CO2 ８割削減が達成される。このシナリオが「郷」を単位とした

自然と共生するエネルギー・食料・材料の複合循環型利用体系の構築により到達可能であるか否かを、

モデルエリアの弥栄自治区を中心とした資源調査やシステム検討を通じて定量的・科学的に検証す

ることが本プロジェクトの目的である。
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　長期的な将来シナリオの検討は、地域内の再生可能資源と環境利用技術に基づく新たな産業の勃興、

都市からの移住の受け入れ体制や各種の「環境共生協定」に基づく都市との食料・エネルギー等の循

環や二地域居住の促進、次世代の田園生活における全く新しい居住・就業形態のあり方、拠点・交通ネッ

トワーク構造の組み直し、そして、巨大技術に頼らず、国民に「世の中を転換できる」実感を喚起す

る参加型プロジェクトの提示など社会システム全般に及ぶ。また、検証された「郷」モデルの地域シ

ステムの普及・一般化に向けて、必要な人材育成や GIS を活用した情報体系の整備などの条件整備を

一体的に進めることが、わが国全体の低炭素社会化に不可欠と考える。

　本プロジェクトでは、2050 年時におけるモデルエリアにおける１人あたりの CO2 排出量を年間 1.2

トンにまで削減するアプローチの実現可能性を検証し、その達成シナリオを検討する。

　このような大幅な CO2 排出量の削減を中山間地域の再生可能資源を活用して実現できれば、都市か

らの人口還流により、国全体としても大幅な CO2 排出量の削減が実現する。

　本プロジェクトでは、モデルエリアの弥栄自治区における人口還流の達成水準として、2050 年時の

定住人口 5,600 人、二地域居住や都市との「環境共生協定」を含めた扶養人口 8,000 人を想定している。

これらの数字は、2005 年時人口 1,612 人に比してあまりに過大であり、一見非現実とも思われる。し

かし、実際には、過疎現象以前の 1960 年には当エリアには 5,288 人が居住していた。また、わが国の

人口密度 343 人/k㎡をあてはめると、105.5k㎡の面積を有する弥栄自治区では、36,154 人の居住を求

められる1。したがって、上記の定住人口、扶養人口は、国内の再生可能資源に立脚した環境共生文明

を展望するためには、現実的に達成すべき水準として設定でき、むしろ、あと「先着●●名まで受け

入れ可能」という積極的メッセージとして発信することを想定している。

３　研究開発の進め方
 （１）モデルエリアの設定

　本プロジェクト展開の中心となる「郷」のモデルエリアとしては、島根県浜田市弥栄町を想定

している。弥栄町は、島根県西部の石見地域の中山間地域に位置する、世帯数 634 戸、人口 1,612

人、高齢化率 42.4％（2005 年国勢調査）の自治区である。自治区内には、小中学校、診療所、福

祉センター、商店等がひと揃い備わっており、基礎的な生活産業圏を形成している。平成 17 年に

弥栄町の前身である弥栄村は、旧浜田市および旧那賀郡の５市町村で合併し、浜田市（合併後人

口 61,914 人）となっている。

　弥栄自治区では、古くから豊かな森林資源を活用した「たたら製鉄」や薪炭生産が行われ、栄

えたところである。弥栄自治区が位置する石見の国においては、森林を破壊しない環境共生の取

り組みが注目され 2007 年に「世界遺産」に登録された石見銀山もあり、左官や石工といった大地

に根ざした職人を全国に輩出した歴史を有している。また、対馬海流に洗われる近くの浜田港は、

漁港・貿易港として、北前船の昔から有名であり、北東アジアの玄関口となっている。そして、

隣接する益田市には、萩・石見空港が整備されており、京阪神・首都圏へも１～２時間以内で結

ばれている。

1ちなみに、地球全体の平均人口密度 47 人/k㎡をあてはめると、弥栄自治区では、4,959 人の居住を求められることになり、今後の世

界人口の増加を見込むと、定住人口 5,600 人、扶養人口 8,000 人は、まさに「世界標準」として達成すべき水準としてとらえられる。
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このように、浜田市ならびに弥栄自治区は、地域の資源、技を活用してきた伝統に根ざしつつ、

全国や海外に開かれた地域として成長する可能性を有しており、脱温暖化の「郷（さと）」のモデ

ル構築に向けての大きな潜在力が期待できる。

　また、今回のプロジェクトは、弥栄自治区内で閉鎖的に行うものではなく、浜田市街地をはじ

めとする都市部との環境共生や二地域居住あるいは浜田市内の中山間地域への普及や応用の促進、

そして全国や海外との多様な交流も含めた、地域を横断する大きな「うねり」を創り出すことを

ねらいとしている。

（２）プロジェクトの根幹となる「やさか風土学」（仮称）の創出

　日本には本来、土地ごとの自然に根ざした暮らし（風土）があった。しかし、化石燃料を起爆

剤として海外の資源に頼る生活が可能になったことで、国内の風土には断絶が生じている。風土

の断絶は中山間地域においても例外ではなく、再生可能資源を豊富に有しながらも、活用されな

くなって久しい。さらには、これから昭和一桁世代が引退する時期にさしかかり、風土の知恵や

技の消失に拍車がかかると考えられる。

　脱温暖化や資源枯渇への対応を見据えて将来を展望する際には、無限の資源流入を前提とする

ことはできない。環境と調和した暮らしと産業を再構築することが必須である。それは、断絶し

た暮らしを自然環境に埋め戻す作業と言い換えることができる。

　本プロジェクトにとって、風土を取り戻す過程は欠かせないものである。そこで、弥栄の住人

が主人公となって風土を再確認し、現代に合った形で再現・活用する「やさか風土学」（仮称）を

興す。これによって、弥栄自治区の新住人（風）と土地の住人（土）、連携・協働する自治区外の人々

がともに風土を紡ぐ。この取り組みは一過性のものではなく、プロジェクト終了後も地域に根づ

いていくものとして育てていく。

　「やさか風土学」（仮称）を根幹とすることで、非再生可能資源からの脱却、環境容量の遵守、

人口環流の推進がはじめて具体的・持続的なものとなる。さらに、個々の活動については、常に「一

木一石を考えながら見る」（三澤勝衛）姿勢で発想・企画・実践していく。「やさか風土学」（仮称）

の進展と研究開発の実践・検証がさらに新たな風土をつくり、自然と共生する暮らしや産業を確

実なものへと導くサイクルが実現する。
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（３）全体フロー

本プロジェクトの展開フローを、次のように想定する。
G
IS21

GIS

　（４）各部門における実施項目

　＜中山間地域における脱温暖化・環境共生社会の基本単位＝「郷」モデルの提示＞

　　①「やさか風土学」（仮称）の創出とプロジェクト成果のフィードバック

　自然資源を活用する知恵、技、掟など、地域に息づいている風土をその土地の住人が確認し、

現代に合った形で再現・活用する「やさか風土学」（仮称）を興す。この継続的展開にプロジェ

クトの進展をフィードバックさせ、「郷」での取り組みを確実なものにしていく。

　　②農林地資源容量の精密な把握（扶養可能人口の積算）

　域内のモデル集落での現地調査により、農林地の再生可能資源の容量を一筆レベルで精密に

把握する（「林地１筆マップ」「農地１筆マップ」）。これにより、持続可能な食料・エネルギー・

資材の生産力および CO2 吸収能力に基づき扶養可能人口の積算を行う。

　　③土地所有・管理の枠組み（管理機構立ち上げ、信託方式等の試行）

　同時に、土地所有の不在化・空洞化が進行している現状を鑑み、不在地主、移住者、都市住

民の協働による資源活用方策を模索する。これら多様な主体が連携し、土地利用の集約化・団

地化を可能とする「土地資源管理機構」を立ち上げ、信託方式等の試行を行う。合わせて、適

正な資源管理を行うため、土地利用に関する法制度（民法、農地法など）に関する改善点を指

摘する。
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　　④食料・エネルギー・建築資材の生産・消費・再利用の基盤確立

　域内の再生可能資源容量や自然、風土、文化に基づく複合・循環型の産業構造について、

2050 年時 CO2 排出量１人 1.2 トンの実現を展望し、部分的試行を含めて、その体系化を図る。

具体的な取り組みは次のとおり。

○耕作放棄地の復興にかかる技術検証とコスト算出・・・食料生産エリア

○脱化石燃料・環境負荷軽減型の作業体系の実証・・・食料生産エリア、森林資源活用エリア

○竹の飼料・資材活用実験と竹林放牧の技術検証・・・食料生産エリア、森林資源活用エリア

○再生可能資源の活用技術の集積による職人の育成・・・人材育成エリア

○廃棄物（食料残渣、屎尿、家畜糞尿）の再利用・循環実験

※　廃棄物関連については、研究機関、民間組織、企業、自治体の廃棄物関係部局等と密接

に連携して専門性が必要な分野を補い、処理・活用の方向性と具体策の検討を進める。

　　⑤人口環流と都市連携のシナリオ構築

　上記③の資源管理に基づき、人口還流を支える就業構造について定量的体系化を図る。全体で、

2050 年時において、次のような 1,540 人の雇用創出の実現可能性を検討する。

　　　　○地域内資源の生産・管理に関する職業・・・375 人

　　　　　→　従来型の農林業の脱石油化を図るとともに、基盤となる土地資源管理を産業化する。

　　　　○大地に根ざした資源を活用する産業（建築業、「環境共生職人」等）・・・150 人

→　石見職人の伝統を引き継ぐ手仕事ルネサンス（左官、大工、石工、紙すき等）を興し、「環

境共生職人」を輩出する。「環境共生職人」は、地域外へも広く活動を展開する。

　　　　○加工・製造業・・・250 人

→　農業生産と連携し、食品加工、地域産品の流通・販売を促進させる。弥栄エリアでは特に、

味噌や豆腐の評判が高く、発酵食品の生産・流通に期待が持てる。

　　　　○地域の生活や定住を成り立たせる職業・・・520 人

→　「地域マネージャー」の配置とその育成に関する活動の産業化を図る。また、暮らしを

支える産業として、土と木を重視した土木業の復興をはじめ、商業、福祉、医療等もこ

れに含む。

　　　　○都市連携・ソフト産業、ツーリズムその他・・・245 人

→　デザイナー、工芸職人、芸術家、研究者等の誘致を積極的に進める。また、都市との「環

境共生協定」に基づく資源と空間の活用等の多様な展開も想定。例えば、地震災害の危

険性が低い地質構造を活かして、都市部で保管場所に困る研究者等の資料や書籍あるい

は電子データを代行管理するストレージ産業を展開し、「●●文庫」等の名称により、地

域住民や交流者にも開かれた地域資産として付加価値をつけた活用を図る。

　その他、国際的なインバウンド観光も含めて、体験・滞在・自給型の田舎ツーリズム

を上記の職業との兼業によって発達させる。

　合わせて、定住センターや「地域マネージャー」の配置実験を行い、移住に際して各

種のコーディネートを行う。さらに、大量の人口還流を前提とし、地域住民と移住者そ

れぞれが共通の価値・規範・利益を共有できる憲章や条例等の制度的枠組みの試案をま
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とめ、「環境共生自治区」のあり方を提示する。

　都市・外部連携については、まず、都市の環境容量・空間の不足を補完する「CO2 オフセッ

ト協定」、「食料協定」、「エネルギー協定」、「震災疎開協定」、「二地域居住協定（ダーチャ協定

＝ロシアにおける都市住民が所有する菜園付別荘）」等の「環境共生協定」について、浜田市街

地ならびに大都市圏との試行締結を進める。これをもとに、地区外住民によるサポーター組織

の結成等によって都市と中山間地域の定常的な連携を進め、「郷」モデル構築に必要な先行投資

（ファンド）獲得の可能性を検証する。

　地域外連携においては、外国人の滞在・移住の呼び込みや、海外との連携促進も視野に入れる。

例えば、再生可能資源活用の知恵と伝統を有するアジアの山岳民族との交流やロシアからのダー

チャ文化の取り入れなど、アジアに開かれた浜田市の特性に根ざした連携を促進する。

　　⑥環境共生型住居と居住コンセプトの開発

　人口還流に伴って必要となる「環境共生住宅」のコンセプトを提示する。住宅の耐用年数を

長期に設定することで、炭素固定を促進する。また、「方丈庵」（セルフビルド型の簡易住居）

の開発・販売に取り組み、二地域居住者への提供や「地域マネージャー」「環境共生レンジャー」

の現場実践等に活用する。集中型の住居としては、「環境共生集合住宅（寮）」の設計コンセプ

トを示す。これらの住居で使用するエネルギーは、従来のインフラを活用しながらも、廃棄物

を含む再生可能エネルギーを基本とする。

　住居以外にも、道路資材や木製品（家具、建築資材、道路資材、車体等）の分野において、

金属やプラスチックの代替を提案する。

　　⑦生活機能の適正配置に関する提案

　以上のような、環境容量、土地所有、産業・就業構造、人口還流・都市連携の枠組み等の条

件整備が進んだ際、2050 年時 CO2 排出量１人 1.2 トンの実現を展望し、実際にどのような居住・

生活構造が望まれるか、試行を含めて検証・設計する。

　ライフスタイルについては、従来型の週５日の単一職種労働の枠組み自体の再検討を行うも

のとする（「３・２・２型ライフスタイル」「1/3 収入モデル」等）。

　分散型居住地域における生活機能の適正配置については、コミュニティ・生活・交通・物流・

情報の複合的な結節点として、「郷の駅」の整備試行を行い、外部や都市に開かれた定住・交流

のゲートウェイ、環境管理・リサイクル等のエコステーション、バイオマス等のエナジーステー

ション等も含めた発展可能性を検証する。

　　⑧エネルギー・温室効果ガスに関わる地域マネジメント手法の提示

　　　○現状の市内温室効果ガス排出量の算定

→　本研究開発のベースとなる、市内排出 CO2 量の 95％以上と見られるエネルギー起源と、

および生産プロセス等の非エネルギー起源の温室効果ガス排出量を国際比較可能に区分整

理し、2005年を含めて地区別部門別に把握する。これにより市内の分野横断的なエネルギー・

フローを作成し、また別に市内の CO2 吸収量を把握して、地域の温室効果ガス総排出量を

算出する。併せて温室効果ガス排出量の地域算出ファイルを作成する。

　　　○現状の基準年（1990 年）の温室効果ガス排出量の把握
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　　　　→　本研究開発初期のベースライン確定のため、90 年の温室効果ガス排出量を算出する。

　　○現状の温室効果ガス削減対策の削減限界の把握

→　現在の市県等の温室効果ガス削減対策の進捗状況、この時点の省エネ余地、再生可能エ

ネルギーの供給可能量等を調査し、第一約束期間に可能な削減量を算出して、次期以降の

削減必要量を地区別部門別等に把握する。

　　○温室効果ガス大幅削減のための有効対策の要綱作成

→　上記③から現行対策等の有効度を計り、次期以降あるいは他地域でも効果的と考えられ

る主な対策手法を整理し、モデル実証グループに提供する。

　　○再生可能エネルギーによる実証試験のエネルギー・データ整理

→　「郷」モデルで実施される再生可能エネルギー設備の試行導入について、そのエネルギー

変換、排出ガス等の分析を担当し、導入の性能面の効果を検証する。

　＜「郷」モデルの普及を担う人材育成システムの提示＞

　21 世紀の人口環流は、高度経済成長期に匹敵する社会状況の急激な変化である。この過程にお

いて、様々な摩擦や矛盾の発生が予測されるため、これを緩和・解消するケアシステムが必要で

ある。同時に、これまでのまちづくりの成果と反省から、地域運営のためには人材の育成・配置

が重要であるという認識も高まっている。

　以上を勘案し、本グループではこれまでの社会実験事業の成果と「やさか風土学」（仮称）の実

践を基に、地域の住人や新たな住人、自治体職員、人口環流を円滑に進め環境共生社会の構築を

促進する人材「地域マネージャー」と「環境共生レンジャー」の育成・配置へ向けた条件整備を

行う。

　　「地域マネージャー」

　移住者と地域との間に生じる摩擦を回避するため、定住・滞在希望者へ向けた窓口的な役割

を果たす。人口再配置や拠点機能の整備、コミュニティ運営、資源の適正管理、都市との共生・

連携等の分野で、プランニングと実践を担う職業ジャンルの１つ。

　　「環境共生レンジャー」

　森林、農業、エネルギー、資源自給、資材生産等に関する一定の知識と技術を資格として有する。

フルタイムの職業ではないが、資源モニタリングやコミュニティ運営の面で「地域マネージャー」

を支援する住民。

　おおむね 1,000 人程度の基礎コミュニティに最低２人の「地域マネージャー」を配置する必要

があること、2050 年の全人口約１億人の半数 5,000 万人が中山間地域に移動することを考慮する

と、全国で 10 万人の「地域マネージャー」を育成・配置する。合わせて、「地域マネージャー」

をサポートする「環境共生レンジャー」を基礎コミュニティあたり 10 人程度と想定し、50 万人を

育成する。

　　①「やさか風土学」（仮称）の普及と人口環流のためのセミナー・ワークショップの開催

　　　→「やさか風土学」（仮称）に基づくセミナー・ワークショップの開催

　　　→移住・交流を円滑に進めるためのセミナー・ワークショップの開催
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　　②「地域マネージャー」「環境共生レンジャー」の役割の明確化

　　　→人材配置実験のモニタリングによる効果と課題の検証

　　　→「地域マネージャー」「環境共生レンジャー」に必要な知識・技術の明確化

　　　→「地域マネージャー」の配置に必要な条件の明示

　　③「地域マネージャー」「環境共生レンジャー」養成プログラム試行

　　　→「環境共生レンジャー」養成プログラムの試行

　　　→「地域マネージャー」養成プログラムの試行

　　　→カリキュラムの確定

※１年目は基礎的な技術と知識の習得、２年目は現地での OJT。

※３年目以降は積極的に県内外へ展開し、全国での脱温暖化・環境共生社会の普及・定着に資

する（「中山間地域 JICA」）。

　　④地方自治体スタッフ養成プログラムの試行

　　　→地方自治体研修制度の脱温暖化・環境共生カリキュラムの開設準備

　　　→地方自治体スタッフ養成プログラムの試行

　　⑤人材育成施設の設置に関する検証

　　　→脱化石燃料型施設の設計

　＜ GIS を活用した環境マネジメントに関わる情報共有体系開発＞

　　①エコロジカル・フットプリント指標による環境負荷量の算出

　　②環境マネジメントツール＝マスター GIS“21 世紀の石高制・風土記”の開発

　本プロジェクトにおいては、単なる対象地域やプロジェクト展開に関する GIS データの整備

に留まることなく、今後の各地域社会における脱温暖化・環境共生の取り組みが、地域住民や

自治体そして「地域マネージャー」「環境共生レンジャー」といった多様な主体を横断した情報

共有に基づき展開されるよう、GIS を活用した環境マネジメントツールの開発を行う。

　脱温暖化・環境共生社会を実現するために、人々の生活圏域である「郷」を基礎構成単位とし、

CO2 排出や食糧消費などの環境負荷と、それをまかなう（吸収する）ために必要な森林地や農地

などの環境容量に関するデータ整理を実施する。その上で、それらデータに基づき、地域内の「環

境負荷量」と「環境容量」とのバランス改善へ向けて、GIS（地理情報システム）の導入による「定

量的評価」とその「見える化」を可能とする横断的な環境マネジメントツールを開発する。　

　具体的には、環境負荷量の算出については、エコロジカル・フットプリント指標を導入する。

この指標は CO2 排出による環境負荷にとどまらず、食糧消費など様々な環境負荷を土地面積ベー

スにて総合的に評価できる。つまり、地域内の環境負荷量と環境容量とのバランスを、土地利

用を介することで同次元にて、分かりやすい形で比較可能となる。

　これら算出に必要な基礎データは、対象地区（弥栄地区）での徹底した現地調査に基づいて、

農林地一筆ごとに生産・管理・CO2 吸収状況を収集するとともに、家庭、運輸部門などにおける

個別の CO2 排出状況等の両視点に着目して定量的に把握する。さらに「郷」レベルにて、それ

ら多大なデータを集約するための研究開発の方向性を提示する。なお、単独地域だけの限定的
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な試みではなく他事例との比較検証も実施することでデータの信頼性及び汎用性を高める。

　以上に基づき、環境負荷の高い従来の体制やスタイルを根本から見直し、環境バランスを考

慮した「石油非依存型、再生可能資源利用」の取組みを支援するための環境マネジメントツー

ルであるマスター GIS“21 世紀の石高制・風土記”を開発する。なお、対象スケールは「郷」

とするが、これら地域をケーススタディとして拡張することで、自治体や流域、中国地方にお

ける広域的なマネジメントに対しても示唆を与えるツールとする。

　＜成果の総括（統合モデル化）ならびに地域での継続実践、全国への普及＞

　　①「郷」モデルの統合化、CO2 削減や自給率、人口還流等に関する定量的評価、地域制度化

　各部門の検証作業を集約し、「郷」モデルとして統合した体系を提示した上で、CO2 削減や自

給率（食料・エネルギー・資材等）、人口還流、環境負荷等に関する定量的評価を包括的に行い、

脱温暖化と環境共生を実現するアプローチとしてのパフォーマンス評価を行う。また、「郷」モ

デルの一般化プロセスを進めるにあたって、次世代の「環境共生自治区」として備えるべき価値・

規範・利益を共有できる憲章や条例等の法的枠組み、あるいはそのマネジメント主体としての

法人のあり方、そして「環境共生保安官」の配置等の実効ある調整システムの創出など、地域

制度として本格的に導入するために必要な条件整備を提言する。

　　②地域住民・地元自治体による実践ステージへの展開

　研究開発プロジェクトの始動段階から、地域住民・地元自治体による実践ステージとしての

位置づけを行い、プロジェクト後半には自律的な実践活動として「離陸」することを目標とする。

　　③全国的な「郷」の連携組織化、認証制度化

　道州制や定住自立圏構想、広域合併への対応等の地方行財政制度の中に「郷」モデルを位置

づけ、地方関連団体とも連携を進めながら、質の高い取り組みモデルを全国各地で誘導するよ

うな「脱温暖化・環境共生の郷」認証制度等の導入を図る。

　　④「郷」モデルを支える政策（人材配置等）提言

　「郷」モデルの構築と並行して、例えば「地域マネージャー」、「環境共生レンジャー」等の人

材配置を支援する政策展開についても、関係省庁や中国地方各県等に積極的な呼びかけや実験

的試行の共同実施等の取り組みを行う。

　　⑤シンポジウム、ワークショップ、メディアリンク等による多様な PR、意識共有の場の創出

　地域住民を核として、都市住民や研究者、行政関係者等の多様な主体が参画して「郷」モデ

ル構築の意義と可能性を共有するシンポジウム、ワークショップを継続的に開催する。また、

新聞、インターネット、テレビ（CATV を含む）、行政広報誌、プロジェクト情報誌（かわら版）

等を組み合わせて積極的な PR を地域内外で展開し、参画主体の拡大を図る。

　　⑥プロジェクト自体の CO2 削減管理

　本プロジェクトの展開自体が、CO2 排出量の増大につながっては、自己矛盾となる。プロジェ

クトのスケジュール管理システムと連動して個々のプロジェクト活動における CO2 排出量の「見

える化」を行い、プロジェクト前半（１～３年目）においては従来型の活動様式に対して 70 ～

80％レベル、プロジェクト後半（４～５年目）においては従来型の活動様式に対して 50 ～ 60％
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レベルまで、CO2 排出量を削減することを目標とする。

　（５）プロジェクト体制　＊下線は研究代表者、グループリーダー

　　●研究機関

①島根県中山間地域研究センター（総括部門：藤山　浩科長、郷モデル部門：笠松浩樹主任研究員）

農林技術部、地域研究グループで共同実施。

　★専任研究員（特別研究員）４名を新規採用予定（2009 年 4 月から４年間）

②島根県立大学（人材育成部門：藤原眞砂教授）

③有限責任事業組合　西中国木材エネルギー（エネルギー部門：佐藤哲朗最高業務責任者）

④岡山大学大学院環境学研究科（GIS 部門：谷口　守教授）

　　●連携機関

　　　①浜田市役所

　　　②弥栄らぼ（浜田市弥栄自治区内の地域住民で構成する地域づくり団体）

　（６）プロジェクト予算規模

　　１億 8,000 万円程度（５年間の直接経費・間接経費の総額最高枠、今後調整決定、事後評価も含む）

　（７）事務局

　　●本プロジェクト事業本部：

　　　　島根県中山間地域研究センター　企画振興スタッフ　電話 0854-76-3829

　　●お問い合わせ先：地域研究グループ（藤山、笠松）電話 0854-76-3830　

　　　＊現地本部は、今後整備予定
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参考資料１

ダーチャ関連資料

○ロシアのダーチャから考える都市・農村結合

　１世紀以上にわたるヨーロッパにおける都市と農村（田園）の統合の歩みを振り返ると、改めてそ

の難しさに気づかされる。しかし、国土政策や都市計画制度の大きな転換なくしては、都市と農村（田園）

の統合は実現不可能なのであろうか。ここでは、ロシアの菜園付き別荘であるダーチャの存在に注目

して、一人ひとりのライフスタイルの転換から都市と農村（田園）の統合の可能性を検討してみたい。

　ダーチャ全般を解説する唯一の和書「ロシアに学ぶ週末術　ダーチャのある暮らし」に基づいて、

以下、ダーチャを説明する [ 豊田 , 2005]。ダーチャとは、ロシア語では、「別荘」を意味するが、実

際上は、都市生活者のための「家庭菜園のある郊外の家」を指す。菜園の平均面積は、600 ㎡とかなり

広く、わが国の市民農園と比べると桁違いの大きさである。ロシアの都市住民は、集合住宅居住が一

般的であり、週末や夏休みになると家族揃ってダーチャに滞在し、菜園で農作業に勤しむ。ロシア全

体では、全 3,400 万世帯の 8 割が菜園を持つか野菜づくりの副業経営を行っており、同国のジャガイ

モ生産量の 92％をまかなっているという。

　ダーチャの起源は、帝政ロシア時代に遡ると言われているが、現在のように幅広く一般市民がダー

チャを持つようになったのは、土地が国有化された共産主義時代、農民への妥協策として一定の自留

地と呼ばれる個人の農地所有が認められたことに端を発すると言われている。1930 年代あたりからは、

官僚や文化人から始まり次第に一般の都市住民にもダーチャが与えられた。ソ連崩壊後は、土地の私

有が認められた結果、そのまま市民の私有地として認められているという。

　また、現在においても、ダーチャ保有を後押しする土地制度があり、国や地方自治体が保有する土

地で空いた地所がある場合には、都市に常住地登録をしている市民の個人副業経営（要するにダーチャ

経営）に貸し出す連邦法が存在している。ただし、政府や自治体は、土地は提供するものの、住居や

圃場整備、水道などのインフラ整備は、基本的に自助努力であり、利用者の手作りで取り組まれてき

たという［豊田，2005］。

　このようなロシアにおけるダーチャを核とした都市と農村（田園）統合の展開例は、土地の提供を

契機として、都市住民のライフスタイルを自然に誘導する形で進んだボトムアップ型のモデルとして

興味深い。背景として非効率な共産主義時代のモノ不足による自給の必要性があったと考えられるが、

ここまで定着すると、立派な都市・農村連携のネットワーク装置と見なすことができる。わが国でも、

現在、前述したように、国土形成計画の中で、二地域居住の促進が政策メニューに挙げられているが、

ロシアのダーチャは大いに参考にすべきであろう。

＜引用文献＞

藤山　浩 (2008)：「中山間地域における地域構造の転換と新たな地域マネジメントに関する研究」広島

大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻博士論文 ,pp50~51

＜参考文献＞

豊田菜穂子 (2005)：『ロシアに学ぶ週末術　ダーチャのある暮らし』WAVE 出版 .
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参考資料２

島根県中山間地域研究センターと島根県立大学との

教育研究協力に関する協定について

地域振興部地域政策課

１．協定の目的
　島根県中山間地域研究センターと島根県立大学との連携・協力を推進するため、教育
研究協力に関する協定を締結する。

　①県立大学大学院における教育活動の充実と人材の育成→【連携大学院】
　②地域課題の解決に寄与するため相互の研究活動の推進→【共同研究】

２．協定の締結
　協定調印式：平成２０年３月１７日（月）
　協定締結者：島根県知事と公立大学法人島根県立大学理事長

３．協定の内容と効果
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リレー・トーク「脱温暖化・環境共生を先導する中山間の可能性、方向性」

中山間地域に人々が集う脱温暖化の『郷（さと）』づくり
コーディネータ　藤 山 　 浩

（島根県中山間地域研究センター地域研究グループ科長）

１．リレー・トークの流れ
（１）はじめに（コーディネーター）
　　　課題提起、進行説明

（２）リレー・トーク１回目（各分野 10 分）
　今後、中山間地域において、脱温暖化と環

境共生の『郷 ( さと )』づくりを具体的に始動

する上で、各部門からどのように取り組むべ

きか、研究プロジェクト「中山間地域に人々

が集う脱温暖化の『郷 ( さと )』づくり」への

アドバイスも含めてお願いします。

①まず、各部門で何から手をつけるべきか＝

直面している危機や突破口とは？

② 10 年後（10 年以内に）想定される新たな可

能性と危険性への対応は？

③ 30 ～ 40 年後、2050 年前後の国内外状況を

想定した場合の長期戦略とは？

④以上の①②③の取り組みに向け、必要な人

材育成・情報共有等の条件整備は？

⑤他分野への注文や連携の呼びかけ、法律等

の制度的対応の必要性

（３）リレー・トーク２回目（各分野 5 分）
　１回目の各部門意見に対してお答えいただ

くことも含めて、次の３点を中心に意見をい

ただきます。

①他分野からの注文や連携へのご回答

②脱温暖化と環境共生を進める基本単位とし

ての「郷」の機能・大きさについて

③都市との共生に向けた仕組みや都市からの

人口還流についての具体的ご提案

（４）総括討論
　コメンテーター、堀尾総括、研究プロジェ

クトチーム、会場の参加者で意見交換します。

２．課題提起
（１）20 世紀において対照的な道を歩んでき

た東京と島根

２０世紀文明コインの
両側　東京と島根

（２）20 世紀に乗り遅れた島根！？

1920 100
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370 1,258 3.40

71 74 1.04
70

（３）20 世紀前夜は島根は最大の鉄生産県

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

18
79

18
80

18
81

18
82

18
83

18
84

18
85

18
86

18
87

18
88

18
89

18
90

18
91

18
92

18
93

18
94

18
95

18
96

18
97

18
98

18
99

19
00

19
01

1890 23

77.9%

1880 ~

1901 34

100



－ 65 －

リレー・トーク「脱温暖化・環境共生を先導する中山間の可能性、方向性」

（４）大地を彫琢し平野を作ったかんな流し （７）進む資源放棄と生態系の混乱
島根県中山間地域研究センター近くの

「かんな流し」（砂鉄の採取）で作られ

た美しい棚田で作られた

今
も
山
中
に
数
多
く
残
る

製
鉄
く
ず
＝
「
か
な
く
そ
」

（５）これから始める代替わりに時代 （８）深刻な土地所有の不在化・空洞化

（６）集落危機、新たな地域運営単位は？ （９）都市に集中した人口は今

進む集落の無住化と
農林地の利用・管理放棄

←イノシシの出没痕

これから、多くの国民が「老後」

を迎える都市郊外の団地＝地

域としても初めての「老後」

美鈴が丘団地 1988 年

（国土交通省国土計画局）
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（10）風土の中で人生をつないできた歴史？ （13）もし、食糧輸入が途絶えたら、、、

（11）10 年後、都市団地の高齢化が迫る
10 2015 40

1970 80

（14）都市、地球の文明的限界を見据えて　

1960

1970

2010

1964

25~35

1970
30

60

2020

（12）海外からの食糧・エネルギー輸入は？ （15）時間、空間、分野の３軸で展望する
急成長する中国経済
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「中山間地域の未来像を語ろう」
～脱温暖化・環境共生社会の構築を目指して～

エネルギー分野　岡 田 久 典
（山梨大学大学院客員准教授、バイオマス産業社会ネットワーク副理事長）

（自己紹介をかねて）
○私は、島根大学の出身である。その後、20 年間、仕事で全国を講演で回っているが、うかがっ

た場所は 5,6 年前、47 都道府県のうち 45 都道府県に達した。

○お呼びのかからない、残り 2 県とは、実は学生時代をすごした島根県と、出身地である山口県

である。そのことを家人に話すと、「首相や政界実力者を多数出しているから困っていないのだ

ろう」という。家人はちなみに新潟出身である。

○先日、国との共催行事ではあるが、山口県からお呼びがかかった。そしていよいよ私にとって

は 47 都道府県のラスト島根県に出向くことになる。

①まず、各部門で何から手をつけるべきか＝直面している危機や突破口とは？
＜今わが国が直面している最大の問題あるいは危機とは何か＞

○グローバル経済など実は存在しなかったことにいまだに気づいていない。

○所属する場やポジションで評価を定めようとする風潮。

○情報過多である。くだらない情報が多すぎるのに、それで右往左往している。

○マネジメント能力のない者によるマネジメントごっこが横行している。

○パブリックの欠如である。官か民かの争いは結局、「官」に属する「私」と「民」に属する「私」

　の争いに過ぎない。

　「公を担うべき行政機関や大学がパブリックの担い手とはならなくなりつつある。」

　新しい「公」の担い手層を形成することが緊急の課題。

　担い手とならない「有」識者は多くの場合有害である。

バイオマスが迷走しているのは、「有」識者の迷走のせいである。

② 10 年後（10 年以内に）想定される新たな可能性と危険性への対応は？
○「官」に属する「私」と「民」に属する「私」の権力争いで「公」が危機に瀕している。と同時に、

その反省に基づいた、「公」の再構築の機運が高まる。

○上流社会が相対的・飛躍的に価値を高める中で、都市部や海外からその「冨」をねらってさま

ざまなちょっかいが起こってくる可能性がある。

③ 30 ～ 40 年後、2050 年前後の国内外状況を想定した場合の長期戦略とは？
○炭素制約経済・社会が到来する。
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○グローバルに踊らされず、地域をしっかり見た方が好結果を生むだろう。

　　

④以上の①②③の取り組みに向け、必要な人材育成・情報共有等の条件整備は？
○大学は人材育成の機能を果たしていない。

○行政や公設試などは情報共有の機能を果たしていない。

　さっさと能力のある NPO 等に予算を移し変えることしか（人は要らないかもしれない）、条件整

備の方法はないのではないか。

⑤他分野への注文や連携の呼びかけ、法律等の制度的対応の必要性

　（当日、トークの際に披露します。）

⑥脱温暖化と環境共生を進める基本単位としての「郷」の範囲・大きさについて

　脱温暖化と環境共生を進める基本単位のみならず、地域のマネージメントの単位としては、旧

町村単位での　郷、集落数個単位の小郷を設置するべきであろう。

⑦都市との共生に向けた仕組みや都市からの人口還流についての具体的ご提案

　（当日、トークの際に披露します。）
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森林・林業分野　―どのように取り組むべきか―

森林・林業分野　伊 藤 勝 久
（島根大学生物資源科学部教授）

１．ポテンシャル　Potential
　◆森林資源量　

　　面　積……約 2500 万 ha，蓄積……約 45 億ｍ3

　　成長量……公式には年間約 8500 万ｍ3（森林インベントリではその 1.5倍とも）

　　CO2 吸収量に換算……1.1 億 t-CO2

　　　　（期間内成長量－期間内伐採量）×拡大係数×容積密度×炭素含有率 /期間

　　　　　→ 8.5 × 107× 1.7 × 0.42 × 0.5=3035 万 t-C/ 年 （1.113 億 t-CO2/ 年）

　　　　　→日本の CO2 排出量 （13.41 億 t-CO2　2006 年） の 8.3％に相当

　◆森林のもつ二つの機能とその貨幣評価額

　　①経済的利用……樹木，特用林産物・土石・動物の利用

　　　　⇒伐って（森林から持ち出して）利用すると　33 兆円（一回きり）

　　②環境的利用……森林生態系機能全体の利用

　　　　⇒伐らずに（森林のままで）利用　36 兆円（毎年発生※農林水産省・学術会議による試算）

　　これら相反する機能を如何に調整するかが問題

２．プロブレム Problem

　◆森林資源構成の偏り

　　人工林率 40％，森林全体では 9齢級（41 ～ 45 年生）が最多

　　人工林ではスギは 8齢級（36 ～ 40 年生），ヒノキでは 7齢級（31 ～ 35 年生）が最多

　　資源はあっても偏りが著しい。木材利用しても現在のままでは一過性資源

　　計画的な伐採と植林により，資源構成を平準化することが重要

　　資源構成を変化させるには，成長量の 50％は伐採し，その後きちんと植林する必要

　◆人工林の放置（施業放棄林）の拡大

　　林業採算性の低下（投下費用増大，木材価格低下）

　　担い手の減少・高齢化，樹木の成長に伴い専門的作業が必要

　　木材生産も減少（生産コストと販売価格，木材生産の技術革新が必要）

　◆森林は利用されることによって人間にとって望ましい資源になる

　　比較的短伐期で伐採・植林・育林を繰り返すことで，木材資源として充実

　　他方で長伐期の風格ある森林をつくることも必要
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３．アクションプラン Action plan
　◆低コストの木材生産

　　①伐出を前提とした新たなゾーニング（林道距離と傾斜による）

　　　　各ゾーンに適応した機械化システムの開発・導入

　　②規模の経済性の追求

　　　　森林の団地化による効率的生産

　　　　伐採方法　　間伐……定性間伐から定量間伐（列状，等高線状）

　　　　　　　　　　主伐……（大規模皆伐×）択伐的伐採から小規模皆伐

　　　　集材方法　　単幹集材　⇒　全幹集材　⇒　全木集材

　　　　　　　　　　（幹，梢端部・枝・葉の全木利用を前提）

　　③森林の長期受委託システム

　　　　受託事業体の裁量による適切・効率的な伐採箇所・方法の選択と再造林

　◆森林造成の二つの方法

　　①丁寧な森林造成（伐採跡地の再造林）と長伐期化への対応

　　　　・伐採跡地への再造林と良質材生産

　　　　・木材生産にも環境保全にも対応できる高齢級の美林へ

　　②低コストの森林造成

　　　　・天然更新の可能性と森林の成立の検証

　　　　・伐採跡地への再造林と省力的保育体制による並材・バイオマス生産

　◆林業の循環をつくる

　　①伐採後の植林・育林（3000 本植・育林方法の再検討も含めて）

　　　　・林業による就労機会・所得手段の形成

　　②伐採・搬出の効率化と選木システム，近隣での加工，バイオマス利用

　　　　・経済的効率化

　　　　・ウッドマイルの低減，低炭素型社会

　　③地元における木材の利用の推進と経済振興

　　　　・需要側から林業生産システムを支援

　　　　・需要に伴う金銭の循環を地域内部で完結させる（外部への資金漏出の防止）

　　④環境支払い

　　　　・環境サービスの受益者負担。森林税・水源税による森林整備

　　⑤環境教育・森林教育・合意形成

　　　　・消費者に対して国産材・地域材を利用することの意義の教育

　　　　・森林に関する利害関係者の合意形成

　　　　・森林利用に関するレジティマシー（正統性）の形成
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農業分野（糸賀の論点 ）

農業分野　糸 賀 盛 人
（農事組合法人おくがの村代表理事）

■パネリスト（糸賀盛人氏）のプロフィール
　昭和２３年生まれ、満６０歳。農事組合法人おくがの村の設立時からリーダーとして活躍。Ｊ

Ａ理事、島根県指導農業士、島根県特定農業法人ネットワーク会長をつとめる。

　集落営農のリーダーとして集落営農の推進に向け、

全国を飛び回る。また、幅広い人脈から、国の農業

担い手政策や中山間地域政策についても様々な形で

提言している。

　

■農事組合法人おくがの村の概要
《経営概況》

　島根県津和野町の中山間地域に位置する典型的な

過疎・高齢化集落にある全国の集落営農の先駆け。

　昭和６２年に法人化、作業受託を中心とした経営を展開。野菜の契約栽培や経営の多角化や菜

の花によるＢＤＦ化も挑戦中。

　また、ＵＩターン者の受け入れ等、担い手確保にも積極的に取り組む。

  経営面積：２１．２ｈａ　　組合員：１９戸　　作目：水稲＋露地野菜＋作業受託

■糸賀の論点（めざすべき方向～これまでの経験則から～）
　・全員参加型の農林業・地域運営　→　ＰＰＫ論（ぴん・ぴん・ころり）　

　集落営農など施策にもとづく、いわゆる足腰の強い農業経営・基盤を構築することも必要

であろう。ただし、耕起・収穫など主な農作業の機械化による効率化が進展すれば、集落に

おける農業従事者は数人で足りる。確かに、市場経済に即した農業経営の展開は可能だが、

そこに住む高齢者（お年寄り）が活かせる機会がない。

　高齢者を含めた全員参加型の農林業や地域運営の仕組みづくりが重要であり、このために

は、年寄りの役割や知恵を引き出す、リーダーの存在や地域運営のマネジメント力が不可欠

である。なお、高齢者の役割は、地域（集落）のおかれている現状や課題は様々であること

から、これはそれぞれの集落（地域）で様々であってよい。

　そうはいっても、年寄りはどんどん年をとってゆく。中山間地域を守るにはやはり新たな

人的資源の確保も当然必要だ。農業に興味を持つ若者を積極的に受け入れる環境づくりやシ

ステムを構築し、高齢者のもつ知識・技を継承していく必要がある。

　農地は耕作放棄地の増加や所有者の不在化が進行しているが、幸いにして基盤整備が進ん
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だおかげで、所有権は明確であり、また集落単位での維持保全・管理も比較的容易である。

しかし、林地はないがしろにされており、高齢化に伴い境界が不明確になりつつある。

　今後は、林地についても集落単位やあるいはもっと広域的な単位で管理・活用するシステ

ムが必要ではないか。

　・コンパクト＆スローライフ

　農産物価格やコスト低減については、自助努力以上に自由貿易の波、化石燃料の高騰など

外的要因で大きく変動するのが現状である。

　環境に配慮した農業生産による自給自足を宗とし、自給以上にとれた農産物については、

川下側（都市生活者の方）に供給していく。しかも、川下側にこびへつらうことなく対等で、

正当な評価を受けるスタイルで関係を構築していきたいものだ。

　多くを望まず、現金収入が少なくとも生活できるスタイルを構築していくほかない。

　中山間地域には豊かな環境、言い換えれば資源が存在し、生活できうる基盤が残っている。

有り余る生産基盤・資源を活かし、エネルギーもある程度は調達したい。

《菜の花プロジェクト　ＢＤＦ化》

《夏のおくがの村》
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１．中山間地域の鳥獣被害の現状と問題点
　平成 19 年度の鳥獣類による農作物への被害金額は 185 億円にも達しており、なかでもイノシシ

50 億円、ニホンジカ 47 億円、ニホンザル 16 億円など中大型獣による被害が増加している（農林

水産省資料）。このような被害増加の背景として、①中山間地域での過疎・高齢化の進行、②耕作

放棄地の増加、③里山の管理放棄などの要因が指摘されている。過疎・高齢化は、鳥獣類に対す

る農家や集落の防衛能力の低下に繋がり、耕作放棄地の増加はイノシシなどに好適な生息地を供

給して個体数増加の大きな要因になっている。1960 年代以降の燃料革命によって薪炭林として利

用されてきた里山が放置され、獣類の出没を抑制する“緩衝帯”としての役割もなくなった。また、

捕食者であるオオカミの絶滅によって捕獲による個体数管理を担うハンターの役割は益々高まっ

ているにもかかわらず、狩猟者の減少と高齢化が懸念されている。さらに、おもに北日本では冬

期の温暖化がニホンジカなどの増加や分布拡大に拍車を掛け、またアライグマやヌートリアなど

の外来種の問題も大きくなっている。

　一方、中山間地域の集落をみると、収穫しないカキ、クリやくず野菜が放置され、刈り取った

後の水田のヒコバエなど鳥獣類にとって魅力のある餌が溢れている。このように、中山間地域は

鳥獣類にとって生息しやすい魅力的な場所になっている。

２．鳥獣対策からみた中山間地域の未来像
　野生鳥獣は生態系の主要な構成員であり、生物多様性保全の観点から農林業の生産活動とバラ

ンスをとりながら被害問題に対処していく必要がある。

　まず、人里を鳥獣類が侵入しにくい環境に整備をしていく必要がある。すなわち、放棄果樹や

くず野菜を適正に管理し、森林と農地との間には獣類が警戒心を持つような“緩衝帯”を設ける。

この維持管理には、ウシやヤギなどの放牧利用が有効である。加えて、昼間に田畑を加害するニ

ホンザルやカラスなどには、ロケット花火などを使った徹底した追い払いが必要である。

　つぎに、集落の農地をまとめて囲う侵入防止柵の設置である。これには適正な設置法と設置後

の維持管理が必要である。

　そして、捕獲による適正な個体数管理である。これには、目的や計画を明確にした実行とその

効果検証が必要である。

　鳥獣対策は、これら３つの対策をバランス良く行っていくことが重要である。また、これらの

対策を実行していくためには、農家、集落、行政などの連携と役割分担が必要となる。

　前述したように、中山間地域での過疎・高齢化は、これらの対策を実行していく上で大きな障

害となっており、今後は地元の農家だけでは対処できない集落が増えることが予想される。その

鳥獣対策からみた中山間地域の未来像
鳥獣対策分野　金 森 弘 樹

（島根県中山間地域研究センター鳥獣対策グループ科長）
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ため、都市部から NPO などの応援やＵ・Ｉターン者の増加などが不可欠であり、そのための仕組

みづくりが望まれる。また、都道府県や市町村にはこれらの鳥獣対策を指導・支援する組織や人員、

情報拠点などが不足している。

　一方、野生鳥獣の保護管理や被害対策に興味を持ち、仕事にしたいと望む大学生などは多いが、

都道府県や市町村には職員（ポスト）としての受け皿がほとんどないのが現状である。鳥獣類の

生息地である森林整備や鳥獣類の保護管理などを一体化して取り組める組織、部署やレンジャー

制度などの仕組みづくりが求められる。

　島根県では、鳥獣類の個体数コントロールを担う狩猟者の確保のために、狩猟の魅力や技術を

学べる「狩猟の学校」の取り組みを始めようとしている。既に、北海道の西興部村猟区や栃木県

などではこのような取り組みが始まっており、今後の成果が期待されている。

　野生鳥獣の生息地として重要な森林の管理について考えてみたい。1960 年代以降の拡大造林の

推進によって奥山の落葉広葉樹林が減少したことなどから、奥山に棲めなくなったツキノワグマ

が人里付近へ拡がって近年の大量出没に繋がっている。このことは、林業生産の場を奥山にまで

求めてしまった弊害であり、野生鳥獣との共存の意識が森林経営にも必要なことを示している。

今後、奥山の針葉樹林は強度の列状間伐を進めるなどして、ツキノワグマと共存できる豊かな森

づくりが求められる。

　奥山の森林は、生物多様性保全や水源涵養などの公益的な環境保全としての役割が大きいが、

これらの森林の所有形態は個人である場合が多い。このことは、森林に求める役割が大きく変化

している現在では大きな障害になる可能性がある。すなわち、環境保全としての森林整備を所有

者個人に求めるのは困難だと思うからである。今後、公益的機能が求められる奥山の森林の所有

形態を変える法制度を含めた新たな仕組みづくりが必要ではないだろうか。

　一方、中山間地域の集落をみると、過疎によって人が撤退した地域が増えてはいるものの、人

家があまりにも奥地にまで拡がっていることから、野生鳥獣の住処としての森林地帯との境界が

不明確になっている。今後、鳥獣類から守りやすい集落・農地にしていくためには、将来を見越

した集落や農地の再配置なども考えていく必要があるだろう。

　最後に、中山間地域における鳥獣対策には、集落や地域住民などが結集した大きなパワーが必

要であり、このことが新たな地域の活性化の動きに繋がっていくことを期待したい。
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持続可能なコミュニティに向けて
コミュニティ分野　川 村 健 一

（広島経済大学教授、NPO 法人サスティナブルコミュニティ研究所代表理事・所長）
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各研究分野　の相関図　
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各研究分野　の相関図　
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中山間地域における資源を有効活用した農業・林業・畜産の展開

１．農業（環境保全型農業の推進）
　中山間地域の農業においては、消費者の安全・安心志向と高まる環境保全意識に対応し、生産

場面における環境負荷をできる限り軽減し、持続可能な農業生産を行うため、堆肥等の有機物施

用による土づくりを基本とした地域資源活用型の有機栽培や、化学農薬・肥料の使用量を抑えた

特別栽培等の環境保全型農業を推進する必要がある。

　水田においては、水稲と大豆が中心的な作物となっている。水稲・大豆の有機栽培を行うには、

連作による収量・品質低下が課題となるため、１年交互に作付けする田畑輪換により、特定の雑草・

病害虫の種類・数を増やさないように管理していく必要がある。

　有機稲作では、除草剤・化学農薬・肥料を使用せずに稲の生育・収量に影響を及ぼさない程度

まで、抑草効果を高める必要があり、次のような技術を組み合わせることで達成可能となる。ま

ず、秋耕（プラウ耕、できなければロータリー耕）により多年生雑草の塊茎を乾燥と寒さで枯死

させ、稲わらの分解促進を図る。二番穂やイネ科雑草が残っていると、カメムシの越冬場所やイ

ノシシのエサ場となってしまうこともあるため、稲刈り後の秋耕と畦畔の草刈りはそうした被害

対策の点でも重要である。また、早期湛水でカエルが早くから産卵に集まり、ウキクサや藻類が

増え、畦畔管理の工夫によりクモを増やす。中山間地域の「豊かな自然」、「生物多様性」を活か

した害虫の捕食効果や抑草法、うす播き・成苗・疎植、深水管理等、工夫次第で雑草や病害虫に

負けない有機稲作が実現できる。

　有機大豆作では、排水対策による出芽安定と中耕培土の徹底による雑草防除が特に重要なポイ

ントとなる。黒大豆等の地域特産化を図っていくことも可能である。

　化学農薬や除草剤の使用を抑えた野菜の有機栽培や特別栽培においては、特に病害虫・雑草の

防除が重要である。野菜は品目が多く、安定的に収量を確保するためには、品目に応じてＵＶＣフィ

ルムやフェロモン、天敵農薬といった資材の使用と合わせて、その土地にいる土着天敵や、バンカー

プランツ等をそれら資材と複合的に活用することが必要となる。農薬防除を行う場合はできる限

り予防的な防除に努め、症状や被害拡大を初期のうちに防ぐことが大切である。科目の同じ品目

の連作は収量低下や病害虫の発生といった連作障害が起きやすいので、計画的な輪作を行うこと

も重要なことである。また、定期的な土壌分析に基づいて施肥量を調節し、堆肥等の有機物施用

による土づくりと、肥効調節型肥料の施用を組み合わせることで、施肥量の大幅な削減が可能と

なる。

　一方、本県の中山間地域においては水稲育苗後に遊休化するハウスが点在している。この水稲

育苗ハウスを有効活用し、収益性の高い果菜類（トマト等）を導入できる移設可能な低コスト養

液栽培システムが県農業技術センターにおいて開発された。これによって水稲以外に基幹となる

経営基盤を持たない集落営農組織の経営強化を図る。

　畦畔法面対策は中山間地域における重要な課題であり、できる限りの省力管理が必要となる。

グランドカバープランツによる被覆、羊による省力管理の事例もある。また、草刈りロボットの

開発も行われている。

２．林業（特用林産物の利用）
　本県の大半を占める中山間地域には豊富な森林資源があり、この資源を利用した特産品開発は

地域振興策として有望な手段である。各地で野生きのこや山菜などが採取されたり、薬草が民間

＊資源環境部門＊
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医薬的に利用されているが、自家消費ベースから特産化へと規模拡大するには栽培による安定生

産が必要である。最近では、高単価で取引される野生きのこ（マツタケ、コウタケ、ショウロなど）

の増産、健康茶原料（アカメガシワ、クロモジなど）の栽培など、実用化に向けた取り組みが開

始されている【資源の発掘・利用と栽培・増産】。

　一方、既存特産品の中で特に生産拡大が望まれるのは、乾シイタケなど原木栽培による各種き

のこ生産である。栽培原料となる広葉樹は、伐採しても切り株から新芽が伸びて再生することが

知られている。【地域内生産の持続】。また、伐採・再生を繰り返し、若い森林を維持することで

森林病害虫被害（深刻な広葉樹集団枯死被害など）の予防効果が期待できる【環境保全】。栽培に

は広大な森林が利用され【放置林の活用】、自然栽培、無農薬栽培が特徴である【安全・安心食品

の生産】。

　近年、中山間地域では竹林の拡大と、広葉樹の集団枯死被害が問題視され、伐採・駆除などの

対策が必要である。これら竹材や枯死木でも、きのこ栽培原料にすることで地域資源とみなすこ

とができる【伐採経費の補てん】。

３．畜産（放牧による遊休農林地の解消・再生）
　中山間地域では，過疎・高齢化により耕作放棄地及び放置林が急激に増加し、景観の悪化や鳥

獣害の増加、ひいては集落機能の低下や荒廃が起こっている。

　和牛は元々、畦や山に自生する野草で飼われてきたものであり、好んで野草を摂取する。そこで、

①林地の伐採跡地における下草、②耕作放棄地に繁茂している雑草、③鳥獣害を抑制する緩衝地

帯で再生する雑草等を牛の放牧を活用して省力的に管理を行い、伐採跡地の管理、耕作放棄地の

解消と農地の再生及び鳥獣害の抑制を行っていく。

　また、放牧によって耕作放棄地を解消した後は、そのまま放牧を継続する場合や、大豆、そば、

菜の花、飼料米等、比較的省力的に取り組める作目の体系化を図る。

　このように、牛の放牧により、過疎高齢化が進行し担い手が不足する中山間地域において、牛

に地域管理の一翼を担わせるシステムを波及していく。

　また、舎飼期間に排出された牛ふんは、敷料として域内で産出される竹パウダー等を利用し、

発酵させ堆肥としてほ場に還元を行い、土づくりに利用する（耕畜連携）。

４．竹など低利用木質資源の有効活用
　中山間地域の豊かな自然に目をむけ、これまで以上に資源やエネルギーの生産・供給を進める

取り組みが始まっている。例えば、広葉樹やスギ間伐材を加工した木質製品、これらをチップ化

した農業資材や燃料など利用事例は増えつつある。

　その中で最近特に注目され、これから利用方法を検討すべき資源は「竹」である。放置された

竹林は農林地や人家近くにまで拡大しているため、早急に伐採・駆除が必要であり、同時に伐採

竹材の用途開発が望まれている。竹のチップ、パウダー、竹炭および竹酢液が商品化されている

が、地域単位で大量消費されるには到っていない。そこで農・林・畜分野が連携し、利用拡大手

法を検討している。主には竹炭利用で野菜の連作障害回避（農）、パウダーのきのこ栽培原料（林）、

パウダーサイレージの家畜飼料（畜）であるが、他にバイオマス燃料への利用も期待できる。

◇都市との交流・共生
　地域資源を有効活用し、産直、アンテナショップを通して、都市との交流を積極的に進め、都

市部からの農作業体験の受け入れ、オーナー制度やＵＩターン者の定住促進等、地域における共

生を図り、さらには食料協定及びカーボンオフセットの締結を目指していく。
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地域一体となった被害対策と生息地の環境整備

１．集落を野生動物のエサ場にしない！野生動物の生息地の環境整備
　くず野菜、未収穫の果実・野菜、田んぼの二番穂などの放置は、餌付けとなって野生動物を人

里に引き寄せる要因となっているため、適切な処分や管理が必要である。被害対策の主役は農家

であり、地域・集落の住民が一体となって野生動物を引き寄せない集落環境を作っていくことが

重要である。また、人里へのツキノワグマの大量出没を抑制するために、里山林を利用すると共に、

標高 600m 以上の奥山には広葉樹林を残し、今後は新たな針葉樹の人工造林は避けて、強度の列状

間伐などによって針広混交林へ誘導するなど餌環境が豊かな多様性のある森林を整備していくこ

とが必要である。

２．森林整備によるバッファーゾーン（緩衝帯）の設置
　イノシシやツキノワグマなどの野生動物は、林内が密閉していたり藪地化していると、身を隠

すことが容易にでき、隣接している農地や民家にまで警戒せずに近づいて出没しやすくなる。そ

のため、農地や民家に接する森林等では除伐や下草刈りを行って、身を隠す場所が少ない明るい

環境を作ることによって、出没しにくい環境にすることができる。

＊鳥獣対策部門＊



－ 99 －

　＊重要ポイント

　緩衝帯を設置すれば、それを維持するための管理が必要になる。維持管理が定期的にでき

ない場合は、ウシやヒツジなどの家畜の放牧によって緩衝帯維持のための下草管理を実施す

るのが望ましい。緩衝帯は、野生動物の出没抑制につながり、畜産としては、飼養の省力化

となって、一石二鳥の効果が期待できる。

３．侵入防止柵［電気柵（ワイヤーメッシュ＋電線）］
　イノシシによる農作物被害を防ぐため、各種の侵入防止柵が使用されているが、その効果につ

いて行動学的な検討は少ない。そこで、鳥獣対策グループでは、これまで使われてきた侵入防止

柵の効果を飼育イノシシを使って検証してきた。検証結果から電気柵、ワイヤーメッシュ柵およ

びトタン柵の侵入防止効果が比較的高かった。ワイヤーメッシュ柵（90cm）では、触診やルーティ

ング（鼻を使った探査行動）後、ワイヤーメッシュの格子に鼻を差し込んだ状態で噛みついて引っ

張るまたは押す行動を観察した。また、格子に前肢を掛けて障害物の奥を覗く行動も認めた。侵

入方法は、柵の手前から助走なしで飛び越えて侵入した。電気柵では、柵周辺の探査行動の後、

警戒しながら接近して支柱やポリワイヤーに鼻による接触を認めた。その際に、通電中のポリワ

イヤーに鼻鏡部分が接触して電気刺激を受けた。しかし、農地で電気柵の効果を十分に発揮させ

るためには、漏電防止のための下草管理が欠かせない。そこで、下部：ワイヤーメッシュ＋上部：

ポリワイヤー型の電気柵を提案する。下部がワイヤーメッシュ柵であるため、頻繁な下草刈りの

必要はなく、格子に前肢を掛けて障害物の奥を覗く行動を認めたことから、上部に 2 ～ 3 段のポ

リワイヤー電線を設置して侵入防止効果を高めた。また、上部が電気柵であるため、ツキノワグ

マの侵入防止効果も期待できる。

　侵入防止柵の設置は、農地を守る方法として最も効果的で確実である。しかし、設置や管理方

法を間違えれば効果が低下して野生動物が侵入する。集落一体に侵入防止柵を設置する場合は、

維持管理をどのように行うのか。事前に集落での合意形成を図っておくことが必要である。

４．捕獲による適正な個体数管理
　捕獲は生息数が増加している動物に対しては重要な対策である。ニホンジカなど個体数管理を

せずに生息密度が高くなると、森林生態系の崩壊にまでつながる動物には特に重要な手段である。

しかし、ツキノワグマやニホンザルなど繁殖力が低い動物の場合は、加害個体の除去など目的を

明確にした捕獲に留めるべきである。また、捕獲だけで被害が軽減することはほとんどないこと

を認識しておく必要がある。被害対策に対する集落内の合意形成を図って、集落を餌場にしない

取り組み、徹底的な追い払い、侵入防止柵の設置などの被害対策が実施されてはじめて、捕獲は

十分な効果を発揮する。また、捕獲による個体数管理は、目的や計画を明確にした実行とその効

果検証が不可欠である。
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中山間地域における森林の育成と木材の利用

　森林は私たちの生活に国土の保全，水の提供，地球温暖化の防止といった公益的機能や，木材

資源の提供といった様々な恩恵をもたらしている。その大部分が存在している中山間地域は，私

たちの生活に欠くことのできない役割を担っている。当センターの森林・林業部門では①多様な

機能を持続的に発揮できる森林の育成と，②再生可能な資源である木材など林産物の生産と加工

が，中山間地域での生活，経済を支える大きな鍵と考えている。また，③化石燃料の代替として

の木質バイオマス利用など新たな分野での利用にも注目している。これらについて様々な研究を

行い，その成果を林業・木材関連事業体及び県民等に移転することで，森林資源を活かした循環

型社会の構築を目指す。

１）森林の育成を支援する取り組み
　森林からの恩恵を持続して得るためには健全な森林を維持していくことが最も重要であり，計

画的に手入れ ( 施業 ) を行っていくことが不可欠である。とくに，スギ，ヒノキなどの人工林は

施業の必要性が高い。スギ，ヒノキ人工林のほとんどは柱材生産を目的として各地で造成された

が，近年ではそれらにとどまらず，合板原料などへの利用も増加してきた。これに対応するため，

新たな生産目標に応じた森林の管理方法について研究を行っている。

　森林の病虫害や気象害は森林資源の損失にとどまらず，森林の公益的機能の低下，森林所有者

の経営意欲の喪失にもつながり，健全な森林育成の大きな阻害要因となる。なかでも松くい虫や

ナラ枯れ被害は県内で大きな問題となっている。そこで，天敵やフェロモンを利用した環境負荷

の少ない防除法の確立に向けた研究を行っている。また，スギ，ヒノキ人工林では材を腐朽させ

る病害が大きな問題となっている。そこで，立木の材質を簡易に診断する技術について研究を行っ

ている。これによって，早期の材質不良木除去が可能になり，収穫時の収益向上に繋がる。

　木材を生産するうえで最もコストを要するのが伐出作業である。そこで，低コストの伐採・搬

出システムの構築に関する研究をおこなっている。これによって森林の状況や地形に応じたシス

テムが選択でき，効率的な素材生産技術の定着が図られる。

　そして，森林を伐採した後，確実に再生 ( 更新 ) させることは，森林を持続して利用するため

に不可欠である。このため，更新を低コストで行う方法に関する研究に取り組んでおり，森林の

実態に合わせた効率的な更新方法の提示を目指している。

　また，森林の整備を支えている中山間地域の人々にとって，森林内を活用した特用林産物の生

産は大きな産業の一つである。とくにサカキは安定的な需要と高い収益性があることから注目さ

れている。しかし，サカキは生産量を低下させる葉枯性病害の被害を受けやすい。これに対応す

るため，日照コントロールによる病害防除などの研究を実施しており，県内サカキ生産農家の生

産性向上に繋がると期待されている。

＊森林・林業部門＊
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２）木材の利用を支援する取り組み
　県内の人工林はスギを中心として利用可能な時期を迎えつつある。一方，国産材需要にも回復

の兆しが見えてきた。しかし，山元では作業規模が小規模かつ分散的で生産効率が低いため，需

要者ニーズに応じた定時・定量の木材供給ができない状況にある。需要に応えるためには資源情

報を的確に把握したうえで販売活動を行う必要がある。また，森林所有者の木材生産意欲を向上

させるため，木材生産による収益が森林所有者に還元できるシステムを構築する必要がある。

　これまでの木材生産は注文生産により少量多品目の生産が行われてきた。このため，需要者の

ニーズにあった製品が定量安定的に供給できる体制ではなく，必要な時に必要なだけ手に入る体

制の構築が求められる。そのためには効率的な木材需給調整や供給ロットの拡大を図る必要があ

り，木材流通の実態を知ることが喫緊の課題である。そこで，本県の木材需給の実態について調査・

分析を行い，流通コストの削減，原木や製材品の安定的な生産・流通システムの構築に役立てる。

さらに，県境を越えた広域連携といった柔軟な流通体制の整備にも活用していく。

　また，近年木造建築において構造用材に対する質の向上への要求が高まってきている。そこで，

スギ構造用材の高品質乾燥技術の確立及び接合部を含めた強度性能を研究する。これにより県内

の木材関連事業体において高品質で性能が明らかな乾燥材生産が可能になり，県産材の需要拡大

が図られる。

　さらに，木材を使った新たな事業展開に必要な技術研究も行っている。薬剤処理によるスギ材

の難燃化技術の開発は，教育，医療施設等の内外装材として利用が見込まれる。また，寸法変化

が小さく強度性能の明確な部材の要求に対応するため，県産針葉樹材を利用したパネル製造技術

の開発にも取り組んでいる。

３）新たな分野で森林を利用する取り組み
　目指すべき低炭素社会・環境共生社会の実現において，木質バイオマス資源の活用は重要であ

る。中山間地域の暮らしの中で，さらに薪やチップあるいはペレットとして活用していくシステ

ムづくりが望まれている。今後，伐採木の未利用部分であった根本部や先端部を低コストで搬出

するシステムに関する研究に取り組む予定である。これによって，これまで利用できていなかっ

たものに木質バイオマス資源として価値が付加されるようになる。そして，林業経営の安定化や，

森林整備の推進にも寄与することが期待されている。



－ 104 －



－ 105 －



－ 106 －

＊地域研究部門＊

共生の「郷」づくりに向けて

１．新たな地域運営単位＝「郷」づくりの提言
　急速な小規模・高齢化により集落単位の地域運営が限界を見せています。

　これからの中山間地域における基本的な地域運営単位（エリア・主体）として、「郷」（さと）

づくりを提言します。

　「郷」は、集落よりも広い「昭和の旧村」あるいは現在の小学校区程度の領域を持ち、地域住民

が主人公となった自治権・自活圏を形成します。そこでは、「縦割り」を排したコミュニティ・生活・

産業・土地等の分野を横断するマネジメントが展開され、田園地域の特性に応じて諸制度・法令

適用も簡素化されるなど、都市とは異なる一国二制度が実現されます。

２．「郷」と行政システム
　「平成の大合併」後の地方分権に関わる課題状況として、財政健全化や経費削減が声高く叫ばれ

る一方で、支所等の機能が低下し、基礎自治体が住民から乖離し、地方分権が住民に一番近いと

ころで逆に後退している場合が見受けられます。

　こうした状況に対しては、まず、住民に身近な地域単位で、新たな地域運営主体を構築するこ

とが求められます。これが、「郷」です。そして、「郷」単位の住民自治では対応出来ない広域的

な事業、リスクのある事業そして専門性の高い支援については、市町村や県が住民と協働してい

く形が望まれます。このように、改めて、地方分権を住民に最も近いところから今一度組み直し

ていくことが重要であり、国はこのような地方分権の再構築に対し、十分な税財源と権限の委譲

ならびに諸制度の再設計を行うべきです。

３．「郷」におけるコミュニティの仕組み
　「郷」は、集落単位に代わる新たなコミュニティ組織です。そこでは、集落単位では対応できな

い暮らしや産業、交流などの多様な活動が展開されます。また、運営手法自体も、個人の意向を

尊重し、複数リーダー制や部会制など機動的な仕組みにしていきます。

　こうした「郷」は、都市住民のパートナーとして、環境保全や食料・エネルギーの自給、交流・

体験活動の展開など、公的な役割を持続的に果たすことが期待されます。

４．「郷」における生活の仕組み
　「郷」における生活のキーワードは、「束ねる」ことです。

　人口が減少して分散しても、生活の利便性が損なわれない仕組みを、中心広場の創設や交通ネッ

トワーク・マネジメント・施設の複合化などを通じて実現します。そこでは、何よりも、地域内

外の人々が自然に顔を合わせる機会を増やしていきます。

　また、「郷」の中では、都市標準の制度を大胆に見直し、人も物も郵便もいっしょに運ぶバスの

運行など、田園地域の実情に適応した制度をどんどん実行します。

５．「郷」における産業の仕組み
　「郷」における産業振興のキーワードも「束ねる」です。

　「田園地域」には、小規模ながら魅力的な商品（資源、観光地）などがあります。しかし、これ

らの商品について、それぞれの生産者や担当者が、マーケティングや情報発信を行うことは、小
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規模だけに大変な困難があります。そこで、地域内の小規模ながら多様な魅力を束ねて、マーケティ

ングや情報発信を行う窓口や人材を整備することで、都市の人々にも購入や利用がしやすくなり

ます。また、その窓口や人材は、他地域からの起業や新規参入の支援機能も複合化させると更に

大きな発展可能性が生まれます。こうした総合マーケティング窓口の整備で、「郷」全体をつない

だ産業のクラスター化が実現していきます。

６．「郷」における土地管理の仕組み
　「郷」における土地管理で急がれることは、「昭和ヒトけた世代」の引退に間に合うように、地

域の土地の「棚卸し」を行い、国土の余裕を活用する新規参入を呼び込むことです。この土地の「棚

卸し」作業には、ＧＩＳを活用した一筆マップづくりが有効です。そのためには、土地調査や利用、

監視に関わる専門スタッフ（レンジャー等）の配置を行い、「郷」全体で、多様な主体と連携した

土地マネジメントが求められます。

７．都市・田園二軸社会の実現と４つの基本戦略
　私たちが文明的な転換点に立っていることを、地球規模の視点でとらえて、今後の地域政策の

あり方を考えると、従来の「過疎」対策の主流であった都市との格差是正だけでは不十分です。

都市とは異なる田園地域の特性を活用する「田園軸」を設定し、「都市軸」との複合化により国民

の暮らしを持続的に支える国土の奥行きを守り育てることを、大きな政策の柱としようではあり

ませんか。

　この「都市・田園二軸社会」の実現に向けては、以下の４つの基本戦略が必要と考えられます。

　①都市のパートナーとなる地域運営エリア・主体＝「郷」の確立
　集落単位ではコミュニティや産業運営も難しくなっている中で、都市との協働におけるパー

トナーとして機能できる地域運営エリアと主体を確立すべきです。私たちは、この新たな地域

運営のエリアと主体を「郷」と呼び、人材配置も含めた強力な設立支援を行うべきだと考えて

います。

　②都市・田園間で実働する協働体制の構築
　過疎地域の資源や人材を活かして、食糧や資源、ライフスタイル、子育て、防災等の面で、

長期的な安全・安心が保障されるような協働体制を、都市地域と田園地域の間で実働させるべ

きです。

　③ 都市・田園双方にとって不可欠な格差是正の実現
　「郷」を支える地域住民にとっても、

そこに新たに参入し子供も含めて活用

する都市住民にとっても、医療・教育・

情報分野における格差の是正は、次

世代にもつながる共通の利益となりま

す。

④都市・田園協働を支える結節機能・
ネットワークの整備

　都市と田園の円滑な協働を支える、

例えば「郷の駅」のような「結節機能」

や交通ネットワークについても、必要

な整備を進めることが望まれます。
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